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著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

まえがき 

この規格は，産業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般財団法人日本自動車研究所（JARI）及

び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添えて日本産業規格を制定すべきとの申出が

あり，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本産業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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品質マネジメントシステム－電池リユース－要求事項 

Quality management systems-Battery reuse-Requirements 

 
序文 

グローバルな温暖化，大気汚染，資源・エネルギー問題が深刻化する中，モビリティの電動化，資源・

エネルギーのリユース・リサイクル等への取組みが各国で推進されている。その中で，特にリチウムイオ

ン電池にみられる 2 次電池の技術の進化によって，電気自動車のような本来の用途での使用後の残性能を

維持する使用済み電池及び電池システムを別目的で利用する取組みが始まっている。残存価値のある使用

済みリチウムイオン電池を安全・安心な電池製品としてリユース市場へ供給することは環境負荷低減及び

レアメタルなどの資源有効活用に貢献し，持続可能な社会の実現に寄与するものである。 

一方で，使用済み電池の状態は，1 次利用時の使われ方，使用環境等によって様々に異なり，その残性

能及び安全性も一定ではないため，2 次利用する場合には特別な専門的注意を要する。すなわち，多種多

様な性能及び状態の使用済み電池のリユース活用は商流上，回収，輸送，保管，設計，製造など関連する

プロセスにおいて，適切な取扱いが不可欠である。特にリチウムイオン電池のように電池システムとして

信頼性・安全性を確保している電池を 2 次利用する場合，安全設計に留意する必要がある。このため，リ

ユース電池を取り扱う組織には，それが各プロセスごとで関わる複数の事業者，又は新たに参入する事業

者であっても，それぞれの事業者が 2 次製品に対する製造物責任を負い（第三者認証の下）必要な管理要

件を満たした上で，プロセス全体で途切れなく実施できるようにマネジメントシステムの標準化が必要と

なる。 

この規格は，使用済み電池又は電池システムを取り扱う組織に対して，リユース電池を取り扱う場合に

必要な，電池リユース品質マネジメントシステム（BRQMS）に関する一般的な要求事項を示す。 

この規格は，JIS Q 9001:2015 品質マネジメントシステムの要求事項をそのまま取り入れ，BRQMS の要

求事項，定義及び注記について追加して規定する。これら追加事項は，斜体で表記する。 

0.1 一般 

電池リユース品質マネジメントシステムの採用は，パフォーマンス全体を改善し，持続可能な発展への

取組みのための安定した基盤を提供するのに役立ち得る，組織の戦略上の決定である。 

組織は，この規格に基づいて電池リユース品質マネジメントシステムを実施することで，次のような便

益を得る可能性がある。 

a) 顧客要求事項及び適用される法令・規制要求事項を満たした製品及びサービスを一貫して提供可能で

ある。 

b) 顧客満足を向上させる機会を増やす。 

c) 組織の状況及び目標に関連したリスク及び機会に取り組む。 

d) 規定された電池リユース品質マネジメントシステム要求事項への適合を実証可能である。 


